
　

４
月
１
日
よ
り
、
役
場
の
組
織
が

次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

●
企
画
調
整
課

　

企
画
課
の
企
画
係
及
び
情
報
推
進

係
と
合
併
・
行
政
改
革
推
進
室
を

統
合
し
ま
し
た
。

●
財
務
課

　

総
務
課
文
書
係
の
管
財
業
務
と
企

画
課
財
政
係
を
統
合
し
ま
し
た
。

●
生
活
環
境
課

　

環
境
課
と
総
務
課
交
通
防
災
係
を

統
合
し
ま
し
た
。

●
人
権
同
和
対
策
室

　

福
祉
課
の
人
権
同
和
対
策
室
を
総

務
課
に
配
置
し
ま
し
た
。

　

生
活
環
境
課
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

２
階
か
ら
役
場
庁
舎
１
階
に
移
転
し

ま
す
。
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

６
月
か
ら 

３
つ
の
補
助
制
度
が 

廃
止
と
な
り
ま
す

　

交
通
安
全
対
策
及
び
少
子
化
対
策

を
目
的
と
し
た
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

の
購
入
補
助
を
は
じ
め
、
普
及
啓
発

な
ど
を
目
的
と
し
た
３
つ
の
町
単
独

補
助
制
度
に
つ
い
て
、
当
初
の
目
的

が
達
成
さ
れ
た
こ
と
や
厳
し
い
財
政

の
折
か
ら
５
月
末
を
も
っ
て
廃
止
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
町
民
み
な

さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
担
当
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
の

補
助
金
等
の
減
額
・
廃
止
に
つ
い
て

は
、
５
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
６
月
か
ら
廃
止
に
な
る
も
の

①
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
助
成
金

（
生
活
環
境
課
）

②
生
ご
み
処
理
機
器
購
入
補
助
金

（
生
活
環
境
課
）

③
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
助
成
金

（
産
業
課
）

※
受
付
は
、
５
月　

日�
ま
で
で
す
。 

３１

※
町
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者

の
法
規
改
正
に
と
も
な
い
、
４
月
か

ら「
小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
制
度
」

を
開
始
し
ま
す
。

①
こ
の
登
録
制
度
は
、
町
が
発
注
す

る
小
規
模
な
建
設
工
事
、
修
繕
の

契
約
の
う
ち
、
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
（
指
名
参
加
願
）
を

し
て
い
な
い
方
で
も
契
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
「
小
額
で
内
容
が
軽

易
、
履
行
の
確
保
が
容
易
な
契
約
」

を
希
望
す
る
方
を
登
録
し
、
指
名

業
者
選
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
町
内
業
者
の
受
注
機
会

を
拡
大
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

〈
申
請
で
き
る
方
〉

　
�
町
内
に
主
た
る
事
業
所
を
置
き
、

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

（
指
名
参
加
願
）を
提
出
し
て
い
な

い
方（
適
法
な
範
囲
で
希
望
業
種
・

建
設
業
許
可
の
有
無
・
経
営
組
織
・

従
業
員
数
は
問
い
ま
せ
ん
）

〈
申
請
で
き
な
い
方
〉

　
�
町
内
に
主
た
る
事
業
所
を
置
い

て
い
な
い
方
（
他
の
市
町
村
に
本

店
が
あ
る
場
合
な
ど
）

　
�
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
ま

た
は
破
産
者
で
復
権
を
得
て
い
な

い
方

　
�
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

（
指
名
参
加
願
）を
提
出
し
て
い
る

方

　
　

こ
の
登
録
申
請
を
し
た
方
は
、

「
五
霞
町
小
規
模
契
約
希
望
者
登

録
名
簿
」
へ
登
載
さ
れ
、
町
が
発

注
す
る
小
規
模
な
契
約
の
際
に
指

名
業
者
選
定
の
対
象
と
な
り
得
ま

す
が
、
指
名
や
契
約
を
約
束
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
こ
の
登
録
申
請
は
財
務
課
で
随
時

受
付
し
、
有
効
期
間
は
２
年
で
す
。

③
こ
の
登
録
者
名
簿
は
、
契
約
の
透

明
性
向
上
の
た
め
一
般
に
公
開（
閲

覧
）
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
、
ご

了
承
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
役
場
財
務
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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小
規
模
契
約
希
望
者
登

録
制
度
を
開
始
し
ま
す


